
開催日 令和７年１０月９日（木）

開催場所 北杜警察署 ３階大会議室

協議会 会長及び委員 計５名

警察署 署長、次長、課長、係長 計８名

１ 業務推進状況（令和７年７月から令和７年９月まで）について
 (1) 会計課
     主な施設等の改善状況、遺失・拾得取扱状況
 (2) 刑事生活安全課
     犯罪発生状況等、犯罪抑止対策・各種訓練
 (3) 地域課
     事件事故等の受理状況、山岳遭難発生状況等、各種地域活動の実施状況等
 (4) 交通課
     交通事故の発生状況、主な交通事故防止活動等の状況、運転免許・許認可の状況
 (5) 警備課
     防災啓発活動の実施、 発物原料管理者対策及び訓練の実施
 (6) 務課各種教養・訓練の実施状況、留置業務関係、警察安全相談受理状況、広報活動

２ 意見聴取
 (1) 北杜市内の飲酒運転事故は何件あるか。
    【回答】
      現時点で正確な数は回答できないが、後を絶たず発生している。
 (2) 市内の飲食店の飲酒運転防止の張り紙の掲出が少ないのではないか。
    【回答】
      今後、年末対策の一環で飲酒運転対策を実施する予定です。その際、酒類提供店へ
      飲酒運転根絶チラシ・ポスターの掲出について、積極的に協力依頼を行っていく。
 (3) 銅線盗の発生状況をうかがいたい。
    【回答】
      依然として発生しており、金属買い取り業者対策も含めて対応している。
 (4) 北杜市武川町内を走る国道２０号沿いは多くの店舗が所在するため横断歩道等を設
     けていただきたい。
    【回答】
      設置を含め対策できるか、現地確認などをすすめていく。
 (5) 道路端にゴミが置かれている箇所があり、対策できないか。
    【回答】
      現場を確認し、市や県の環境課と連携し対応していく。
 (6) 長坂駅前の医院跡地を活用し高校生が遅くまで勉強しており、週に何回か見守りを
     お願いしたい。
    【回答】
      パトカーで時間を決めずランダムにパトロールする。

３ 北杜警察署 度取締り指針の諮問
 (1) 規制速度を超過した交通事故の発生状況（過去５年間）
 (2) 速度取締り重点路線、時間帯及び地区
 (3) 速度取締り重点路線及び地区
 (4) その他の速度を抑制する活動

４ 意見聴取
  (1)国道１４１号に抜ける農道をかなりのスピードを出す車があり、でき

     れば取締りをしていただきたい。
    【回答】
     速度取締り指針については、重点的に実施する路線を公表しているも
     ので、諮問を受けた３路線以外でも取締りは実施する予定である。
     要望のあった農道については、各種対策として実施していく。

  (2)その他に意見・要望等なく承認された。
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